
 

次期総合計画素案に関する 

意見募集（パブリックコメント）の実施について 

 

 

 県では、2022 年度から 2025 年度までの４年間を推進期間とする「新秋田元気創造プ
ラン」に基づく施策、事業を展開してきました。 

 この度、人口減少問題という大きな課題の克服に向け、社会減の抑制等につながる実
効性の高い施策を掲げる新たな総合計画として、2026 年度から 2029 年度を計画期間と
する「秋田県総合計画 ～秋田再興への第一歩～」の策定を進めております。 

 つきましては、計画の策定に当たり、次のとおり御意見等を募集しますので、たくさ
んの御意見をお寄せくださるようお願いいたします。 

 

 

 １ 計画の名称  

   「秋田県総合計画 ～秋田再興への第一歩～」 

 

 ２ 関係資料等の閲覧方法 

美の国あきたネット（※）のほか、企画振興部総合政策課（県庁本庁舎３階）、
総務部広報広聴課（県庁本庁舎１階）及び各地域振興局総務企画部地域企画課で御
覧いただけます。 

※ＵＲＬ http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/92305 

 

 ３ 意見の提出期間  

   令和７年１２月１０日（水）から 

   令和８年 １月１４日（水）まで（必着） 

 

 ４ 意見の提出方法 

郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法により提出してください。 

様式は任意です。参考として意見書様式を添付しますので、ダウンロードしてお
使いください。 

 

 ５ 意見提出の際の留意事項 

いずれの方法による意見提出の場合も、提出される方の住所・氏名を明記してく
ださい。 

住所、氏名を明記していない場合は、意見提出として扱わない場合もあります。 

 

 ６ 提出された意見の公表 

提出いただいた御意見については、県の考え方を付して、内容を公表します。そ
の際、住所・氏名は公表しません。 

なお、同種の意見が複数ある場合は、整理した上でまとめて公表することがあり
ます。 

また、案に対する賛成、反対のみの意見については、そのような意見があったこ
とは公表しますが、改めて県の考え方を示すことはしません。 

 

 ７ 意見の提出先 

秋田県企画振興部総合政策課 計画・評価チーム 

    

   ［郵 便］〒010-8570 秋田県秋田市山王４丁目１－１ 

      ［ＦＡＸ］０１８－８６０－３８７３ 

   ［電子メール］seisaku@pref.akita.lg.jp 

http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/

